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1　は　じ　め　に
ブルセラ症は，ブルセラ属菌（Brucella spp.）の感
染によって引き起こされる流死産を主徴とする全身性の
疾患である．世界的に重要な人獣共通感染症の一つであ
り，人のブルセラ症は感染症法（感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律）の 4類感染症に，
家畜（牛，水牛，鹿，めん羊，山羊，豚，イノシシ）の
ブルセラ症は家畜伝染病予防法の家畜伝染病に指定され
ている．一方，国内では菌分離を伴う家畜のブルセラ症
は 50年以上発生しておらず，著者を含め国内の現役獣
医師においては馴染みのない疾病である．本稿では，
「知っておきたい感染症」と題して，主に牛及び豚のブ
ルセラ症について概要を改めて確認したい．

2　症 状 ・病 態
ブルセラ症の主な症状は，動物種を問わず流死産であ
り（図 1A），牛では主に妊娠 5～9カ月で認められ胎盤
炎を伴う．その他，乳房炎や関節炎，雄では精巣炎や精
巣上体炎が認められることがあるが（図 1B），一般的に
流死産以外の臨床症状を呈することは少ない．豚におけ
る主な臨床症状も流死産であり，妊娠 50～110日に起
こることが多い．慢性感染群では流死産よりも不妊が認
められる．その他，関節炎や雄では精巣炎が認められる．
症状は雄，雌ともに多くが 6カ月以内に回復するが，感
染状態は生涯持続し，他の個体への感染源となりうる．
牛，豚ともに特に性成熟に達する前の感染個体が臨床症
状を呈することはまれであり，排菌や抗体上昇も認めら
れないため，これらの感染個体を摘発することは非常に
困難である．
主な病変は生殖器（雌では胎盤，子宮，雄では精巣），
リンパ節，脾臓，肝臓において認められ，マクロファー
ジやリンパ球等の免疫細胞の集簇や線維性細胞が混入す
るいわゆるブルセラ結節を伴う肉芽腫性病変が特徴的な
病理所見である．乳房炎が認められることもある．

3　病　　原　　体
ブルセラ症の原因菌はグラム陰性好気性小短桿菌の

Brucella属菌である．かつて Brucella属菌は表 1に示
し た 6 菌 種（B. abor tus，B. melitensis，B. suis，B. 

ovis，B. canis及び B. neotomae）であった．これらは
Classic Brucellaと呼ばれ分類学上は 1菌種（B. meli-

tensis）とされているが，臨床的観点から現在も旧表記
が広く使用されており，本稿においても旧表記を使用 

する．6菌種のうち家畜のブルセラ症の原因菌である 
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図 1　Brucella abor tus感染による流産胎仔（A）と精巣
炎（B） （伊佐山康郎 博士より提供）

AA

BB



177

B. abor tus，B. melitensis，B. suis及び B. ovisが家畜
伝染病予防法における家畜伝染病の原因菌として，人獣
共通感染症の主な原因菌である B. abor tus，B. meliten-

sis，B. suis及び B. canisが感染症法における三種病原
体としてそれぞれ指定されており，所持や取扱いは厳し
く管理されている．また，2000年代以降には Classic 

Brucellaの 6菌種に加え，海棲哺乳類に感染する B. 

ceti，B. pinnipedialisや野生動物等から分離された B. 

microti，B. vulpis，B. papionis等の菌種が報告されて
いる．さらに，2020年には Brucella属菌と近縁な
Ochrobactrum属菌 18菌種が Brucella属に統合され，
List of Prokar yotic names with Standing in Nomen-

clature（LPSN）によると現在 25菌種が Brucella属菌
として登録されている．しかし，Brucella属菌と旧
Ochrobactrum属菌の統合については両者の病原性等の
性状の違いから異論もある［1］．
牛の症例の多くは B. abor tusによるが，羊や山羊の
飼育が盛んな国では B. melitensisによる事例も認めら
れる．一方，豚の症例の多くは B. suisの生物型 1～3

型感染によるものあり，特に生物型 1型と 3型は病原性
が高く，中央～東南アジア，オセアニア地域で多く認め
られ，生物型 1型は中南米地域で多く認められる［2］．
生物型 2型は 1型や 3型と比較すると病原性が低いもの
の，欧州の野生イノシシやノウサギ等の野生動物の間で
維持されていると考えられており豚への感染源として重
要視されている．

B. abor tus，B. melitensis，B. suisの 3菌種は細胞
表層抗原であるリポポリサッカライド（LPS）の抗原性
が交差する．いずれも寒天培地上でスムース型のコロ
ニーを形成し（図 2），カタラーゼ，オキシダーゼ，ウ
レアーゼ産生は陽性，インドール産生は陰性等，生化学
性状が類似する．一方，硫化水素産生は B. abor tusは
陽性，B. melitensisは陰性であり，牛由来 Brucella属
菌を識別するための指標となりうる．

4　発　生　状　況
（1）世界の発生状況
家畜のブルセラ症は，世界保健機関（WHO），国連
食糧農業機関（FAO），国際獣疫事務局（WOAH）によっ
て防圧対策が進められており，各国の発生状況が把握さ
れている．WOAHへの発生報告によると，牛のブルセ
ラ症は日本，一部の欧州諸国，豪州，ニュージーランド
等の国を除き，世界中で発生が認められる（図 3A）．ア
メリカでは家畜においては清浄化に近い状況とされてい
るが，野生動物への浸潤が問題となっている．豚のブル
セラ症は日本，北欧，東欧，宗教的に豚肉を食べる習慣
がない中央～南アジアや中東～北アフリカ地域，南米の
一部，カナダ，ニュージーランド等を除き，世界中で認
められる（図 3B）．ただし，先進国の多くでは封じ込め
対策の奏功，飼養管理方法の進歩等により家畜での発生
は少なく，野生イノシシ等がリザーバーとして問題に
なっている［2, 3］．

（2）国内の発生状況と清浄化対策
国内では，牛のブルセラ症は奥田（1914）によって
初めて確認され，1922年に家畜伝染病予防法が制定さ
れた際には「牛の伝染性流産」として家畜伝染病に定め
られた．以降，特に 1950～1960年代にかけて輸入牛
による国内侵入が原因と考えられる流行が全国的に確認
され，ピーク時には 1年あたり約 700頭の発生が認め
られた（図 4）．これを受けて日本では 1956年から全国
の乳用牛と肉用繁殖牛に対して年 1回以上の検査が義務
化され，感染牛の摘発・淘汰による防疫対策が実施され
た．この防疫対策が功を奏し，牛のブルセラ症の発生数
は 1960年代半ば以降急速に減少した．国内では 1970

年に菌分離を伴う最後の事例を確認して以降，シングル
トンリアクター（清浄群でまれに認められる単独の抗体
陽性牛）が認められるのみであったが，2011年以降は

表 1　ブルセラ症の原因となる主な Brucella属菌

菌　種 主な宿主
家畜伝染病
の原因菌 
（家畜伝染
病予防法）

三種病原体 
（感染症法）

B. abor tus 牛，水牛 〇 〇
B. melitensis 山羊，めん羊 〇 〇
B. suis 豚，いのしし 〇 〇
B. ovis めん羊 〇
B. canis 犬 〇
B. neotomae げっ歯類

図 2　寒天培地上に発育した Brucella abor tusのコロニー
（伊佐山康郎 博士より提供）
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それらも確認されていない．この状況を受けて，日本で
は牛のブルセラ症の清浄化を国際的に宣言する目的で
WOAH の 陸 棲 動 物 衛 生 規 程（Terrestrial Animal 

Health Code）に準じた清浄性確認サーベイランスが
2018～2020年度にかけて実施された．このサーベイラ
ンスは，以前まで十分に検査されていなかった肉用肥育
牛を含む国内全ての牛を母集団として抽出検査を行う能
動的サーベイランスと，国内発生した流死産の全症例を
対象とした流産サーベイランスの組み合わせで実施さ

れ，3年間で 3,167戸 43,691頭の乳用牛及び肉用牛と
971の流産事例が対象となった．その結果，全頭・全事
例においてブルセラ症の患畜が認められなかったことか
ら，日本は牛のブルセラ症の清浄性を宣言し，2021年
4月に清浄国であることが国際的に認められた（https://

www.maf f .go. jp/ j/press/syouan/douei/220830.

html)，（accessed 2025-03-11）．以降，国内の牛のブ
ルセラ症の検査は輸入牛や種雄牛を主な検査対象とする
清浄性維持サーベイランスに移行し，清浄性を維持する

AA

BB

図 3　家畜ブルセラ症の発生状況（A：Brucella abor tus，B：Brucella suis）
2005～2024年に国際獣疫事務局（WOAH）に報告された家畜での発生状況報告を基
に，World Animal Health Information System（https://wahis.woah.org/#/home），
にて作成（accessed 2025-3-11）

発生あり 疑いあり 発生なし／情報なし
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ための検査が続けられている．
国内ではかつて豚のブルセラ症も発生が認められてい
たが 1940年を最後に発生の報告はない．また，豚への
感染源として重要視される野生イノシシについて，
2014～2017年度に全国で捕獲された 1,382頭の抗体検
査が実施されたが，全て陰性と判定されている［4］．
その他，国内では 1949年に山羊の発生報告があるが
以降の発生はなく，現在日本は摘発淘汰により家畜のブ
ルセラ症の撲滅に成功した数少ない国の一つと考えられ
ている．
一方，家畜以外では 1971年に繁殖施設で犬のブルセ
ラ症が報告されて以来，集団発生事例が複数報告されて
いる［5］．国内の犬の抗体陽性率は 2～8％程度との報
告もあり［5］，犬のブルセラ症は日本に定着していると
考えられる．また，日本近海で捕獲され展示施設で飼養
されていたバンドウイルカの骨髄炎の事例において B. 

cetiの分離事例が報告されており［6］，家畜以外の動物
においては国内でも注意が必要である．

5　検　査　方　法
（1）菌　分　離
他の細菌感染症と同様，ブルセラ症の診断においても
発症した動物から Brucella属菌を分離することが基本

である．ただし，Brucella属菌は非常に伝播力が強く
数個～数百個の暴露でも感染が成立する場合があること
に留意する必要がある．菌分離を実施する際は防護服，
マスク，ゴーグル等を装着し，サンプルは飛沫等に注意
して慎重に扱う必要がある．菌分離材料には，本菌が排
菌されやすい流死産胎仔（胃内容や肺），胎盤，膣分泌
液，乳汁，精液等を用いる．関節炎が認められる場合は
関節液も用いる．剖検を実施する際は，主要リンパ節
（生殖器，乳房，頭部），脾臓，子宮，乳房，精巣等を用
いる．培養には 1％グルコース，5％馬血清加トリプト
ソイ培地寒天培地を用いる．検査材料には胎盤等の環境
中の汚染が想定される材料が含まれるため，環境由来菌
の発育を抑える目的で選択剤を添加した培地も使用す
る．Brucella属菌は基本的に好気条件下で培養可能で
あるが，CO2条件下でのみ発育する菌種・菌株も存在
するため，5～10％ CO2 条件下 37℃にて培養する．
Brucella属菌は培地上での発育速度が遅く，4日程度の
培養で 1.5～2.0 mm程度の小型の帯青色透明を呈する
スムース型のコロニーが確認される（図 2）．単離培養し
た菌を用いた生化学性状試験の結果，Brucella属菌で
あることを否定できない場合は，（国研）農業・食品産業技
術総合研究機構（農研機構）動物衛生研究部門に分離菌
及び抽出した DNAを送付し，菌種同定を実施する．

発⽣頭数（頭） 検査頭数（頭）

菌分離を伴う最後
の事例（1970年）

清浄性確認
サーベイランス

実績
(2018〜2020年)

5年に1回以上の
検査に変更（1998年）

年に1回以上の
検査開始
（1956年）

図４ 国内の⽜のブルセラ症の発⽣頭数および検査頭数の推移
家畜衛⽣統計（農林⽔産省）を基に作成。

2年に1回以上の
検査に変更（1975年）

図 4　国内の牛のブルセラ症の発生頭数及び検査頭数の推移
家畜衛生統計（農林水産省）を基に作成
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表 2　Brucella症の診断に用いられる抗体検査手法と検査目的

方　法
検査目的

清浄性の確認
（群）

清浄性の確認
（個 体） 撲滅政策 疑い事例 /

臨床症例の確認
群の有病率
サーベイランス

平板凝集反応法 ＋＋＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋＋＋
試験管凝集反応法 ＋＋ ＋ ＋ ─ ＋
補体結合反応法 ＋＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋＋＋
ELISA法 ＋＋＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋＋＋
ミルクリングテスト ＋＋＋ ─ ＋＋＋ ＋ ＋＋＋
蛍光偏光法 ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋

文献［3］より（一部改変）．

（2）抗 体 検 査
発生状況（発生地域及び非発生地域）や目的に応じて，
さまざまな抗体検査法が実施されている（表 2）．血清を
用いた主な検査法としては，抗体の有無を迅速に識別す
る平板凝集反応法（急速凝集反応法，ローズベンガルテ
スト）及び抗体価を測定可能な試験管凝集反応法，補体
結合反応法，ELISA法がある．また，蛍光標識抗原が
抗体と結合した場合とそうでない場合で偏光解消度が異
なることを利用し，抗原抗体反応を迅速に検出する蛍光
偏光法がある．乳汁中の抗体を検出する方法としては，
ミルクリングテストが世界中で広く利用されている．

（3）国内で実施される検査（牛）
2018年に清浄性確認サーベイランスが実施されるまで，
国内の牛のブルセラ症検査は家畜伝染病予防法に基づき

乳用牛を対象に抗体検査を中心にして実施されていた．
検査の流れとしては，急速凝集反応試験により本試験を
実施すべき個体の選別（スクリーニング）後，試験管凝
集反応試験及び補体結合反応により診断する体制であっ
たが，2011年に感度と特異性が高く多検体処理も容易な
ELISA法が法定検査法として取り入れられた．その後，
2018年に開始した清浄性確認サーベイランス実施時に
検査体制が見直され，抗体検査（スクリーニング検査及
び本検査）により疑似患畜を摘発し，鑑定殺後，病理検
査及び菌分離をもって診断を確定する検査体制に移行し
た．国内の牛のブルセラ症の清浄化宣言以降，現在は
「牛のブルセラ症及び結核の清浄性維持サーベイランス
実施要領」に基づき，抗体検査として ELISA法を用い
る検査体制となっている（図 5）．本サーベイランスは，
主に輸入牛及び種畜検査対象牛を対象に実施されている．

能動的サーベイランス 流産サーベイランス

図5 ⽜のブルセラ症の清浄性維持サーベイランス検査チャート
⽜のブルセラ症及び結核の清浄性維持サーベイランス実施要領より（⼀部改変）．

図 5　牛のブルセラ症の清浄性維持サーベイランス検査チャート
牛のブルセラ症及び結核の清浄性維持サーベイランス実施要領より（一部改変）
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（4）国内で実施される検査（豚）
現在，国内の豚のブルセラ症の検査は，家畜改良増殖
法に基づく種畜検査として，主に精液を出荷する種雄
豚を対象に年 1回の検査が義務付けられている．検査方
法としては，1968～2022年 3月までは牛と同様に急速
凝集反応試験によるスクリーニング後，試験管凝集反応
法及び補体結合反応法により患畜を確定する検査体制で
あったが，2022年 4月以降は，ブルセラ症急速診断用
菌液の製造・販売中止に伴い試験管凝集反応法と補体結
合反応法が本症の抗体検査として実施されている．しか
し，長期間ブルセラ症の発生のないわが国においては，
検査に供された大半の個体が急速凝集反応試験によるス
クリーニング検査の段階でブルセラ症陰性と判定されて
きたため，試験管凝集反応法及び補体結合反法の国内で
の実施実績はほとんどなく，実施経験がある検査担当者
は多くない．そこで（国研）農研機構動物衛生研究部門で
は，全国の検査機関及び検査者の間で検査手技の平準
化を図る目的で両検査法の手技や結果判定のポイントを
まとめた「牛以外の家畜を対象としたブルセラ症抗体検
査マニュアル」を作成し，ウェブサイト上で公開してい
る（https://www.naro.go.jp/publicity_repor t/publication/

pamphlet/tech-pamph/153929.html），（accessed 2025-3-11）．

豚の血清を用いたブルセラ症検査の問題点として，試
験管凝集反応試験における非特異的な凝集（偽陽性）や
補体結合反応試験における抗補体作用による溶血阻止
（判定不能：陰性でないと判定される）が他の動物の場
合と比較して多く認められる点が挙げられる［3］．これ
らの現象は，B. suisと LPSの抗原性が交差する Yersin-

ia enterocolitica血清型 O9等の感染や豚血清中に含ま
れる別の免疫複合体やクリオグロブリン等の影響による
と考えられている［3, 7］．清浄化していると考えられ
るわが国においてこれらの非特異的な反応がどの程度認
められるかについては明らかになっていなかったが，急
速凝集反応法にて陰性が確認された国内の種雄豚由来血
清を用いて両試験を実施したところ，試験管凝集反応法
及び補体結合反応法の特異度はそれぞれ 98.2％及び
94.6％であった［7］．この値は，海外のブルセラ症清浄
群で認められる特異度と同程度である．

6　予 防 ・対 策
清浄国・地域における最も重要なブルセラ症の発生防
止対策は，流行地域から家畜を導入しないこと及び検疫
による水際対策である．発生の初期段階では，摘発が困
難な未発症感染動物の早期摘発が蔓延防止に重要であ
る．細胞性免疫を指標としたブルセリンの皮内接種試験
は抗体検査や菌分離検査よりも早期に感染個体を摘発で
きる可能性があるが，複数回の接種により抗体が誘導さ

れる場合があるなど他の検査に影響があるため，わが国
で使用する場合は有効性を十分に検証する必要があると
考えられる．また，清浄化を達成した日本では使用され
ないが，海外の流行地域では感染拡大を防ぐ目的で生ワ
クチンや不活化ワクチンが使用されている．わが国で
は，清浄性維持サーベイランス等の対策により引き続き
国内の清浄性を監視することが重要である．

7　お　わ　り　に
家畜のブルセラ症は国内では清浄化したと考えられる
一方，海外では依然として多く発生が認められている．
日本は，摘発淘汰により清浄化に成功した経験を活か
し，清浄化を目指す国や地域において協力して対策を進
めることが求められる．また，ブルセラ症清浄化の道筋
は，現在国内で清浄化を目指す他の疾病においても参考
になるはずである．実際の症例や疑い事例に遭遇した経
験を持つ検査者や研究者は国内では少なくなっている
が，ブルセラ症を過去の疾病ととらえるのではなく，発
生動向や情勢を注視し，定期的に知識の再確認とアップ
デートを繰り返すことが家畜衛生の向上に大切である．
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